
	勤務条件等

	職種
	発掘調査外業調査員・内業調査員

	職務内容
	発掘調査外業調査（図面作成、測量など）、内業調査（洗浄、接合、製図など）

	受験資格
	次のいずれにも該当する人
①学校教育法による大学又は大学院において、考古学その他これに類する分野を専攻し卒業（終了）した人又は在学中の人。あるいは埋蔵文化財の発掘調査について、前記と同程度の知識を有する人
②埋蔵文化財の発掘調査について、３年以上の実務経験を有し、現地調査から報告書作成までの知識・経験を有する人。

ただし、以下のいずれか一つに該当する人は受験できません。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・藤井寺市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

	勤務日、勤務時間
時間外労働の有無
	【外業調査員】
勤務日：年間３５日を超えない範囲で、こちらの指定する日（年末年始をのぞく）　　
勤務時間：9：00～1６：４5　　時間外勤務　無
【内業調査員】
勤務日：年間１８３日を超えない範囲で、こちらの指定する日（年末年始をのぞく）　　
勤務時間：9：00～1６：４5　　時間外勤務　無

	休憩時間、休日
	休憩時間　指定する時間（45分間）　　休日　指定する日

	勤務場所
	藤井寺市立にぎわい・まなび交流館（アイセルシュラホール）（藤井寺市藤井寺３－１－２０）、市内遺跡等

	報酬
	外業調査員　時間給　1,751円
内業調査員　時間給　1,457円

	諸手当
	給与関係の条例規則等で定める通勤手当等が支給されます。

	社会保険
	勤務内容により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。

	公務災害
	労働者災害補償保険法の適用があります。

	
採用


採用

	採用予定者数：３人程度
採用予定期間：令和８年4月1日～令和９年3月31日
（勤務成績に応じて再度任用される場合があります）
面接選考等の結果により、順次、発掘調査外業調査員・内業調査員採用候補者名簿へ登載され、必要に応じて名簿登載者の中から順次採用します。
名簿への登載期間は、登録完了後から令和９年３月３１日までとします。

	その他
	申込書類は、返却いたしません。
申込書類に記載された情報等は、この職員選考のために用い、それ以外の目的では使用しません。また、藤井寺市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

	試験方法、申込方法等

	採用申込受付期間
	令和８年１月３１日（土）～２月８日（日）　９時～１７時３０分まで
[bookmark: _GoBack]【本人持参の場合、月曜日は受付を行いません。】

	提出書類
	藤井寺市会計年度任用職員採用申込書

	申込書提出先
	藤井寺市立にぎわい・まなび交流館（アイセルシュラホール）2階　文化財保護課
（郵送の場合）〒583-００２４　藤井寺市藤井寺３－１－２０
　藤井寺市教育委員会教育部文化財保護課　宛

	申込書提出方法
	本人持参、または書留にて郵送、またはオンライン申請
【郵送による申込みについては、「会計年度任用職員採用申込書在中」と朱書きした封筒に入れ、必ず書留で送付してください。令和７年２月１０日（火）までに必着。それ以降の到着については、受取人払いにて返送します。】
【オンライン申請の場合は、「藤井寺市オンライン申請窓口」（TKC行政ASP）の「手続き一覧（個人向け）」の「文化財保護課　会計年度任用職員（発掘調査外業調査員・内業調査員）の募集について」から申込を行ってください。

	試験日、試験会場
	令和８年２月１９日（木）・２月２０日（金）
藤井寺市立にぎわい・まなび交流館（アイセルシュラホール）2階　文化財保護課等
　※試験時間については、決まり次第、電話等にて各受験者へ連絡します。

	試験内容
	口述試験（面接）、実技試験（必要に応じて）

	問い合わせ先

	教育部文化財保護課文化財担当　　
TEL:072-939-1419（直通）　９時～１７時３０分まで（月曜日休み）
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